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は  じ  め  に 
－ 当財団の自律的経営の促進と独自性の確立をめざして － 

 

 公益法人の目的は、「公益の増進及び活力ある社会の実現に資すること（認定法第 1

条）」であり、その実現に向けて、発展・継続的に事業展開を行うなかで、ガバナンス体

制等の充実を図るとともに、財務状況や事業運営について、適正に説明責任を果たし

ていくことが求められています。  

 令和 6 年の公益法人制度改革では、法人の自主的・自律的な経営判断がより尊重さ

れる仕組みとなるなか、行政から自立して、ステークホルダーの信頼を確保しつつ、自ら

の責任の下で経営判断を行い、コンプライアンスの確保や説明責任の充実に取り組む

ことが強く求められることとなりました。 

 第 13 期予算編成にあたっては、こうした公益法人制度改革の趣旨と、当財団のこれ

までの取組の成果を踏まえた「変革期予算」として、予算編成に取り組みました。 

  

その取組の第 1 は、新たな公益法人制度に沿った対応です。 

制度改革の趣旨を鑑み、社会変化に柔軟かつ迅速に対応し、より効果的な公益活動

を行うことで、当財団の独自性が発揮されます。これまでの取組の成果を踏まえつつ、

事務事業ごとに必要な見直しを行い、区政の課題解決に向けた活動を引き続き担って

まいります。 

 

第 2 は、当財団の財政基盤と事業の再構築です。 

神田錦町三丁目地区市街地再開発事業の進捗に伴い、近い将来、当財団の財政基

盤であり、事業の柱の一つであるプラット・フォーム・スクウェア事業の終了が見込まれ

ます。昨年度に発足した「財団のあり方検討会」では、財団設立から 20 年の振り返りと

将来展開について、「住宅まちづくり」「産業まちづくり」「協働まちづくり」の視点から目

指す方向性、今後さらに注力していく取組みなどを検討してきました。令和 7 年度は、

その具体的な内容について、区や地域関係者と協議を進めてまいります。 

 

まず、「住宅まちづくり」の分野では、令和 7 年度中に区の第 4 次住宅基本計画が策

定されます。当財団が担ってきたマンション施策が、住宅のみならず、福祉、防災、コミ

ュニティ分野に跨る複合施策であるとの認識のもと、マンション施策のあり方について、

区との役割分担も含めて検討を進めるとともに、新たなニーズにも対応していきます。 

「産業まちづくり」の分野では、区内における新産業・スタートアップ振興の一環として、

産業コミュニティ「千代田 CULTURE×TECK」と当財団の中小企業コミュニティとの

連携をさらに強化し、イノベーションの創出を加速します。 

「協働まちづくり」の分野では、「千代田まちづくりサポートのあり方検討会」での議論

を踏まえ、地域の活動人口を増やす方策として「新生まちサポ」を再スタートさせ、地縁

によらない団体･グループの活動支援を推進していきます。 

  

当財団は千代田区の外郭団体として区行政の代替・補完機能を果たすとともに、当

財団の組織目標である、区民の誰もが、「住んでいて良かった、いつまでも住み続けた

い」と思えるまち千代田区の実現に向け、鋭意取り組んでまいります。 
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住宅まちづくり　～ 快適な都心居住に向けて ～

「暮らす」をテーマに安全安心で住みやすい居住環境づくりをお手伝いします
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1 中小企業支援

（１）経営支援
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ア　千代田ビジネス大賞の実施…………………………………………………… 45
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2 事務局の維持管理……………………………………………………………………… 58

3 コミュニティ(祭礼文化)調査研究(新規)……………………………………………… 59

管理運営

「集う」をテーマに皆で取組む魅力のあるまちづくりをお手伝いします

協働まちづくり　～ 理解と協力を礎とした魅力あるまちづくりに向けて ～

産業まちづくり　～ 地域産業の振興に向けて ～

「働く」をテーマに企業を活性化し地域社会との良好な関係づくりをお手伝いします
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　 ・マンション居住支援 　　・中小企業支援 　・まちづくり活動支援
　　・起業支援 　・情報の発信と交流

　・管理運営　　・地方との連携

公益財団法人 まちみらい千代田
事務局組織図

事務局長

住宅まちづくり
グループ

産業まちづくり
グループ

協働まちづくり
総務グループ
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予算額 65,230,000 円 （57,103,000 円） 

 

1 マンション居住支援 
 
千代田区のマンションは、国内でも早い時期から建設・供給されてきた結果、高経年マ

ンションが増加しています。初期に建設されたマンションでは、躯体や設備の劣化・陳腐化
等を改善し、今後も快適に居住できる建物への再生（長寿命化・建替え）方策が最大の課
題となります。 
建物や設備の再生には多額の費用がかかるため、管理組合が中心となって再生の方針

や計画を検討し、区分所有者皆さんの合意形成が前提となります。また、計画が中断しや
すい初期の段階で、透明性と公平性を担保しながらスムーズに進められるように支援する
ことが求められます。 

 
 第 13 期では、マンション居住支援の一環として総合相談窓口の設置、各種情報提供、管
理組合等へのアドバイザー派遣、マンションの適正な維持管理等に対して助成支援を行っ
ていくとともに、高経年で旧耐震のマンションにアプローチし、個々のマンションに応じた支
援策を検討してまいります。 
 
コロナ禍後、管理組合の総会や理事会、勉強会等をネットで行う管理組合が多くなりま

したが、対面での窓口相談や各種アドバイザー派遣も増加しています。それにより、まちみ
らい千代田への相談や助成制度の申請件数が増加傾向となっています。 
まちみらい千代田は、今後も区と連携して、国の標準管理規約改正や国が進める高経

年マンション施策の動向を注視しながら、管理組合の皆さんが活用しやすい効果的なマン
ション施策について検討してまいります。  

住宅まちづくり 
～快適な都心居住に向けて～ 

 

「暮らす」をテーマに、安全安心で住みやすい居住環境づくりのお手伝いをします 
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1 マンション居住支援                 予算額 65,230 千円 

（第 12 期 57,103 千円） 

（１）情報収集・発信 

［第 13 期の方向性] 
千代田区は、早くからマンション建設が始まった地域です。昭和 56 年の建築基準法改

正前の旧耐震基準で建設されたマンションも多く、今後マンションの長寿命化や改築等の
マンション再生は大きな課題です。 
第 13 期では、常駐のマンション管理士を増員し、日々の各種相談に対して専門的知見

からアドバイスできるような体制を整備します。また、第 12 期から実施した「アウトリーチ型
の支援（相談）」を第 13 期でも継続します。 

［近年の実績］ 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

相談件数 144 件 302 件 200 件 － 

                       ※令和 7 年 3 月末現在 

 
 
 

ア 総合相談窓口の設置（拡充） 

□予算額 9,471 千円（第 12 期 6,650 千円） 
□事業内容 

マンションに関するさまざまな相談を、窓口・電話・電子メールなどで受け付け、的
確なアドバイスを行うサポートを実施しています。そのために専門的知識を持ったマ
ンション管理士を常駐配置し相談を行っています。 

また、マンションに関する国や東京都、関係団体等の動向、マンションの抱えるさま
ざまな課題等について、指導・助言を行う顧問を配置します。 

□実施時期 通年 平日の午前９時から午後５時まで対応 
（マンション管理士は午前 10 時から午後４時まで） 

□事業目標 

 目標 

相談件数 300 件 
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［第 13 期の方向性] 
千代田区で令和 5 年 4 月 1 日から開始した「マンション管理計画認定制度」で、まちみ

らい千代田は千代田区から「指定認定事務支援法人」に指定され、千代田区マンション管
理適正化推進計画に基づき、認定申請に関する事前相談や申請書類等の確認等の業務
を受託しました。 
第 13 期では、申請にあたっての窓口相談のほか、事業の詳細情報やチェックリスト等を

ウェブサイトへ掲載し、よりスムーズな申請につなげます。併せて、第 12 期で改訂したパン
フレットを活用し、事業の周知を図ります。 
 
［近年の実績］ 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

認定申請件数 － 6 件 12 件 － 

認定制度説明会 － 1 回 2 回 － 

 ※令和 7 年 3 月末現在 
 

  

イ 千代田区マンション管理計画認定窓口の設置 

□予算額 361 千円（第 12 期 572 千円） 

□事業内容 

千代田区では令和 4 年 12 月にマンション管理適正化推進計画を策定し、令和 5

年 4 月 1 日からマンション管理計画認定制度の受付を開始しています。 

千代田区の特徴は、他の自治体と異なり事前審査等は必要がなく、直接、窓口の

まちみらい千代田へ申請し審査を受けることができます。 

併せて、認定の申請を促進するため、管理会社向け管理計画認定制度説明会の

実施を千代田区から受託しています。 

□（認定申請・相談）実施時期 通年 

□（認定制度説明会）実施時期 年度内 2 回 

□事業目標 

 目標 

認定申請件数 年間 10 件 

認定制度説明会 年間 2 回 
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［第 13 期の方向性] 
毎年、マンション管理等に関係する書籍を購入し、区内在住者や区内にマンションを所

有する管理組合の役員等を対象に貸出しを行っています。 
第 12 期では「マンション関係法令に係る専門書（コンメンタール）等」を購入しました。 
第 13 期では、継続してこれらの貸出し図書の周知を行うほか、過去の相談内容を精査

し、その内容に関連する書籍を購入することで、さらなる利用促進につなげます。 
 
［近年の実績］ 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

新規蔵書数 14 冊 12 冊 0 冊 － 

   ※令和 7 年 4 月に 10 冊程度を購入予定 

 

 

 

ウ マンション管理関係図書の貸出し及び活用 

□予算額 30 千円（第 12 期 100 千円） 

□事業内容 

マンションの管理等に関する書籍を購入し、マンション管理組合の役員等や総合相

談窓口での相談者の書籍を必要とする人に、無料で貸出します。 

また、総合相談窓口や電話やメールでの相談等にも活用します。 

□実施時期 通年 

□事業目標 

 目標 

新規蔵書数 10 冊 

 

令和 7 年 3 月末現在 
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［第 13 期の方向性] 
記憶の定着や理解度、視認性などの点で優れていると言われている紙媒体の利点を生

かし、引き続き「マンションサポートちよだ」や「千代田区やその関連団体の情報」を区内分
譲マンション等に配付します。併せて、より多くの人に情報を届けるためにウェブサイトなど
のデジタル媒体も活用します。 
なお、「マンションサポートちよだ」や「マンションサポートちよだ mini」に掲載する内容は

その企画等を行う事業者と検討を行い、有益な情報の発信に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

エ 情報紙の発行 

□予算額 7,178 千円（第 12 期 7,351 千円） 
□事業内容 
① マンションサポートちよだ 

マンションの維持管理やマンション生活に役立つ情報を情報紙として取りまと
め､3回（8月、12月、4月を予定）合計２１，０００部を分譲マンションの管理組合､
居住者､関係機関等へ配付します。 

② マンションサポートちよだ mini 
マンションに関するトピックスや、国、東京都のマンション施策の動向などタイム

リーな情報を毎月、分譲マンション約 510 棟へ配付します。 
③ マンションへの情報提供 

区コミュニティ総務課と連携し、区やまちみらい千代田、関係団体等からの情
報を取りまとめ、毎月、分譲マンション管理組合へ配付します。 

□実施時期 通年 
□事業目標 

 目標 

① マンション 
サポートちよだ配布部数 

7,000 部/回 

② マンション 
サポートちよだ mini 配布部数 

510 部/月 
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 ［第 13 期の方向性] 
第 11 期末から、管理計画認定制度の申請促進のため、管理会社向けの管理計画認定

制度説明会を実施しています。この説明会は千代田区からの委託で年に 2 回実施するこ
とになっています。 
第 13 期も、この説明会を従来の管理会社連絡会とし、認定に関する説明会の場で管理

会社へさまざまな情報提供を行います。なお、管理会社との連絡会は、参加しやすいオンラ
イン開催としていきます。 

 
［近年の実績］ 

 

 

  

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

出席会社数 未実施 
5 社 
6 名 

9 社 
14 名 

－ 

オ 管理会社との連絡会の開催 

□予算額 100 千円（第 12 期 100 千円） 
□事業内容 

管理会社との情報交換は、マンション支援を行ううえで必要不可欠です。管理会

社と顔の見える関係を築くため、区内の分譲マンションを管理している管理会社の担

当者等に集まっていただき、千代田区やまちみらい千代田からの情報提供を行いま

す。 

□実施時期 7 月～10 月 
□事業目標 

 目標 

出席会社数 30 社 

 

令和 7 年 3 月末現在 
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［第 13 期の方向性] 
これまで約 3,000 棟の共同住宅等のデータベースは、ネットワークに接続しない PC で

保管し、そのうち支援対象となっている分譲マンションのデータとして活用してきました。 
第 12 期では、これまでのデータベースと令和５年度千代田区分譲マンション実態調査

のデータをもとに、このデータベースを再構築しました。新たなデータベースは、これまで蓄
積してきた情報の整備を行ったほか、必要な情報をすぐに抽出できるように検索機能等を
設けました。 
第 13 期からは、このデータベースでマンションの建物再生支援策等を検討するとともに、

アウトリーチ型の支援（相談）の実施に役立てます。 
 
［近年の実績］ 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

データ更新頻度 月 1 回 月 1 回 月 1 回 － 

 

 

 

 

 

カ マンションカルテの更新 

□予算額 300 千円（第 12 期 5,050 千円） 
□事業内容 

マンションの電話相談、窓口相談、アドバイザー派遣時の基礎資料として活用する
ために、調査データをデータベース化したマンションカルテを、常に最新の状態に更
新します。 

□実施時期 通年 
□事業目標 

 目標 

データ更新頻度 随時 
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（２）管理・コミュニティ支援 

 
［第 13 期の方向性] 
千代田区内には中小規模のマンションが多く、そのようなマンションには、マンション内で

集会を行うスペースがないため、近隣の集会室や区民館等を利用しなければなりません。 
第 12 期で総会に限定していた本制度の助成対象に、要望の多かった理事会や専門委

員会等を加えました。また、近年、総会等をオンラインで開催するマンション管理組合が増
加傾向にあることを踏まえ、ウェブ会議ツール使用料を助成対象経費としました。 
助成対象が拡充したことを、第 13 期でも引き続き広報等周知を徹底します。 

 
［近年の実績］ 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

①の申請件数 4 件 7 件 7 件 － 

②の申請件数 － － 1 件 － 

③の申請件数 0 件 0 件 1 件 － 

④の申請件数 － － 0 件 － 

ア マンションの総会等会場費助成 

□予算額 83 千円（第 12 期 69 千円） 
□事業内容 

マンション管理組合の通常総会や臨時総会を開催する際の会場費等の一部を助
成します。 
（助成内容） 

①マンション防災計画策定済み＋会場使用 
助成上限額 6,000 円（3 回助成上限額 18,000 円） 

②マンション防災計画策定済み＋ウェブ使用 
助成上限額 9,000 円（1 回） 

③マンション防災計画未策定＋会場使用 
助成上限額 3,000 円（3 回助成上限額 9,000 円） 

④マンション防災計画未策定＋ウェブ使用 
助成上限額 4,500 円（1 回） 

□実施時期 通年  
□事業目標 

 目標 

①③の申請件数 10 組合 

②④の申請件数 ３組合 

 

令和 7 年 3 月末現在 
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 ［第 13 期の方向性] 
 近年は窓口や電話で、建物再生検討の相談が多くなっています。そのような相談に対応
するために専門家を派遣し、基礎的な勉強会から今後の進め方等のアドバイスを行います。    
申請側で会場の確保が難しい場合は、オンラインで対応することも可能です。このオンラ

インでのアドバイザー派遣は、会場の準備や移動の手間をなくすことができ、参加者も増え
ると考えられます。第 13 期でも引き続き、本制度の周知に努めます。 

 
［近年の実績］ 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

派遣件数 6 件 7 件 4 件 － 

 

  

イ まちづくりアドバイザーの派遣 

□予算額 540 千円（第 12 期 540 千円） 
□事業内容 

マンションの維持管理・再生、管理組合の運営といったマンションに関するさまざ
まな課題の解決や、共同建築や再開発の初動期における活動に対して、アドバイザ
ーを派遣します。 
アドバイザーには、一級建築士、マンション管理士、再開発プランナーなどの資格

を持つ専門家が登録されています。（1 団体年間６回まで派遣可能） 

□実施時期 通年 
アドバイザー派遣の受付は随時行っていますが、実際の派遣は派遣日時・派遣場

所・派遣するアドバイザーの調整を行った後になります。 
□事業目標 

 目標 

派遣件数 18 件 
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［第 13 期の方向性] 
第 12 期での参加者のアンケート結果等を踏まえ、開催テーマを検討します。 
直近の開催状況を見ると、専門的な内容の方が参加者数が多く、興味関心が高いと思

われます。こうした状況も踏まえて、講師の派遣を依頼する関連団体と調整します。 
なお、講座に参加できなかったマンション居住者等には、蓄積しているアーカイブ動画の

オンライン視聴を促していきます。 
 
［近年の実績］ 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

参加者数 31 名 67 名 60 名 － 

アーカイブ 
利用件数 

－ 3 件 3 件 － 

※参加者数は第 4 回（令和 7 年 4 月 9 日開催予定）を除く 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ウ マンション管理講座の開催 

□予算額 319 千円（第 12 期 399 千円） 
□事業内容 

マンション管理組合の役員や、マンション居住者等を対象として講座を年間４回開
催します。 

□実施時期 ７月から５月 
□事業目標 

 目標 

参加者数 80 名 

アーカイブ 

利用件数 
10 件 
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 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

第
１
回 

テーマ 
マンションの水害対
策 

今、脚光を浴びる「第
三者管理者方式」を
考える 

－ 

参加者数 
対面 8 名 

オンライン 5 名 

対面 5 名 
オンライン 11 名 

－ 

第
２
回 

テーマ 
大規模修繕に向けた
資金計画 

どうする旧耐震マン
ション～旧耐震マン
ションの再生につい
て考える～ 

－ 

参加者数 
対面 11 名 

オンライン 9 名 

対面 11 名 
オンライン 9 名 

－ 

第
３
回 

テーマ 
修繕積立金の値上げ
の進め方 

給排水設備の基礎知
識と配管更新工事の
進め方～住戸内への
入室が必要な給排水
更新 工事の勘所～ 

－ 

参加者数 
対面 7 名 

オンライン 6 名 

対面 12 名 
オンライン 12 名 

－ 

第
４
回 

テーマ 
どうする？給排水設
備 

長期修繕計画の作成
手順と読み方 

－ 

参加者数 
対面 11 名 

オンライン 10 名 

対面 － 名 
オンライン － 名 

－ 
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［第 13 期の方向性] 
千代田区マンション連絡会は、原則、隔月偶数月の土曜日に実施しています。行政各団

体等からの情報提供やマンションでの新しい取り組み、課題解決方法を会員間で情報交
換・共有する場として定期的に開催しています。現在は 113 棟のマンションが会員として登
録しています。マンションのさまざまな問題・課題について、先進的かつ効果的に対処して
いるマンションの意見は参考になるとの評価を得ています。 
また、会員の要望に応じて、まちみらい千代田の賛助会員企業から、マンションの機器・

設備や管理に係る情報提供を行っています。 
 第 13 期でも会員の要望に応じて、協力団体等と連携し、継続して参加してもらえるよう、
さまざまな機会を通じて周知を行います。また、必要に応じて、開催内容・日時の検討を行
います。 
 
［近年の実績］ 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

延べ参加者数 136 名 139 名 103 名 － 

エ 千代田区マンション連絡会の開催 

□予算額 562 千円（第 12 期 562 千円） 
□事業内容 

まちみらい千代田や千代田区からの情報提供のほか会員間の情報交換を行いま
す。 
会員は、区内マンション管理組合理事長、もしくは理事会等が承認した所有者、居

住者です。 

□実施時期 偶数月開催 
□事業目標 

 目標 

延べ参加者数 200 名 
 

 

令和 7 年 3 月末現在 
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［第 13 期の方向性] 
これまでマンションでのコミュニティ形成は区の課題でもありました。その課題解決の一

助となるように、本助成制度を創設し、マンション内のコミュニティ形成に寄与してきました。
発災時等には、住民同士の協力が必要不可欠で、そのためにも日頃から住民同士のつな
がりが大切になります。本制度を通じて、このことも周知します。 
また、本助成制度を利用するマンション管理組合はある程度固定化されていることから、

さらなる制度の周知のほか、再構築したマンションデータベースを活用し、過去に申請した
管理組合にも案内を行います。 

 
 
 
 
 
 

オ マンションのコミュニティ活性化事業助成 

□予算額 960 千円（第 12 期 960 千円） 
□事業内容 

マンションの維持管理や防災対策、管理組合活動などを円滑に進めるため、その
前提となるコミュニティ形成に資する活動を支援します。 
（助成内容）対象経費の 1/2 を助成 

□実施時期 通年 
□事業目標 

 目標 

住戸数 100 戸未満のマンション 
（マンション内に限定して開催） ８件 

助成上限額 

4 万円※ 住戸数 100 戸未満のマンション 
（周辺地域の住民も参加できる事業） 

住戸数 100 戸以上のマンション 
（マンション内に限定して開催） 4 件 

助成上限額 

5 万円※ 住戸数 100 戸以上のマンション 
（周辺地域の住民も参加できる事業） 

住戸数 200 戸以上のマンション 
（マンション内に限定して開催） 4 件 

助成上限額 

7 万円※ 住戸数 200 戸以上のマンション 
（周辺地域の住民も参加できる事業） 

※周辺地域の住民も参加できる事業の場合は上限額１万円増額 
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［近年の実績］ 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

住戸数 100 戸未満のマンション 
（マンション内に限定して開催） 

0 件 0 件 1 件 － 

住戸数 100 戸未満のマンション 
（周辺地域の住民も参加できる事業） 

0 件 2 件 0 件 － 

住戸数 100 戸以上のマンション 
（マンション内に限定して開催） 

0 件 2 件 3 件 － 

住戸数 100 戸以上のマンション 
（周辺地域の住民も参加できる事業） 

0 件 0 件 0 件 － 

住戸数 200 戸以上のマンション 
（マンション内に限定して開催） 

2 件 4 件 3 件 － 

住戸数 200 戸以上のマンション 
（周辺地域の住民も参加できる事業）  

0 件 0 件 0 件 － 

 

 

 
 
 
 
 
  

Ｑ．どのような活動が対象になりますか？ 

Ａ．マンションの管理組合等が自ら主体となって行う事業で、住民の交流によりコミュ

ニティの活性化に資する事業が対象となります。たとえば、納涼会やクリスマス会

など居住者が楽しく参加できるイベントや、防災訓練を兼ねたイベントなどです。 

※ 物品購入のみや、観光や飲食のみを目的とした事業、その他この支援の趣旨

に沿わないと判断される事業は、対象外になることがあります。 

令和 7 年 3 月末現在 
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［第 13 期の方向性] 
第 12 期にも参加した「くらしの広場」や「防災救急フェア」などにブースを出展する予定

です。各イベントでは、防災グッズの展示や作成したチラシ・パンフレットを配布し、事業の
周知を図ります。また、必要に応じて地域イベントに参加し、区民等との顔の見える関係性
の構築につなげます。 

 
［近年の実績］ 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

参加回数 2 回 2 回 2 回 － 

 
 

  

カ コミュニティ・イベントへの参加 

□予算額 68 千円（第 12 期 68 千円） 
□事業内容 

区で実施しているイベント「福祉まつり」「くらしの広場」に参加し、まちみらい千代
田が実施している事業等を周知します。 
また、町会等が実施する地域のイベントにまちみらい千代田のブースを設けて参

加するほか、イベント実施時に機材を無料で貸し出します。 

□実施時期  
①福祉まつり  10 月頃 
②くらしの広場 11 月頃 
③町会等の地域イベント 未定 

□事業目標 

 目標 

参加回数 4 回 

 

令和 7 年 3 月末現在 
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［第 13 期の方向性]   
千代田区は早くからマンション建設が始まりました。このため、昭和 56 年の建築基準法

改正前の旧耐震基準で建設されたマンションが 132 棟あります。全分譲マンション 509
棟の約 26％が旧耐震基準で建設されたマンションとなっています。 
これまでもこうした旧耐震基準のマンションに対して、建物再生の必要性や進め方等を

啓発してきました。 
今後は、国の管理計画認定制度や東京都の管理状況届出制度を踏まえ、管理不全マン

ションや管理不全の兆候が見られるマンションが発生した場合には、千代田区と協議しな
がら当制度を運用します。 
なお、現在のところ顧問派遣の依頼はないことから、当制度は、高経年マンションの再生

に向けた「下地づくり」（管理組合運営の適正化）を図り、管理不全に陥る前に管理組合を
立て直し、建物の再生に向けて検討できるように支援を行っていくセーフティネットとして
活用することとしているため、 第 11 期からは科目存置として 1,000 円のみの予算計上と
しています。 

 
 ［近年の実績］ 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

顧問派遣 0 件 0 件 0 件 － 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

キ マンション管理組合顧問派遣 

□予算額 1 千円（第 12 期 1 千円） 
□事業内容 

高経年マンションの建物再生の検討にあたっては、まず最初に管理組合運営の適
正化、管理規約の整備、長期修繕計画の作成・見直し等を行う必要があります。この
初期段階の支援として、顧問を派遣し、マンションの理事会や総会等で助言・指導を
行います。 

□実施時期 通年 
派遣期間は、申請から１年間とし、申請から３ヶ月は随時、派遣顧問の変更が可能

ですが、３ヶ月経過後は変更する事ができません。 
□事業目標 

 目標 

顧問派遣 － 
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まちみらい千代田では、マンション住まいのヒントをまとめた冊子「上下二軒両隣 ～共

同生活知恵袋」を発行しています。マンション居住におけるマナーとルール、生活音、ゴミ、ペッ
ト、バルコニー、防犯、管理組合などに関する記事を掲載しています。千代田区役所や区内各
出張所などで無料で配布しているのに加え、まちみらい千代田のウェブサイトで閲覧もで
きます。 
 

［URL] https://www.mm-chiyoda.or.jp/living/5410.html 
 

マンション暮らしの基礎知識として活用いただき、好評を得ています。 
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（３）マンション再生支援 

 
［第 13 期の方向性] 
高経年マンション再生の 1 つの選択肢として長寿命化があります。その長寿命化検討を

行うためには、建物の劣化診断等を実施し、精緻な長期修繕計画の作成・計画の見直しが
必要となります。 
第 13 期では、区の耐震工事助成の拡充に合わせて、助成経費を増額しました。このほ

かに、マンションの超長期のビジョンである「長期マネジメント計画」の作成にかかる支援策
を引き続き検討します。 
 
［近年の実績］ 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

① 劣化診断調査のみ 10 件 10 件 9 件  － 

② 劣化診断調査と長期修繕計画作成 2 件 0 件 3 件  － 

③ ※長期修繕計画作成 － － 0 件  － 

④ 簡易耐震診断 0 件 0 件 0 件  － 

助成件数合計 12 件 10 件 12 件  － 

 
 
 
 
 

ア マンション劣化診断調査費助成 

□予算額 6,000 千円（第 12 期 2,600 千円） 
□事業内容 

マンションの長期修繕計画の作成や大規模修繕工事を行う際には、事前に建物の
現状把握のために劣化診断調査を行う必要があるため、その費用の一部を助成しま
す。 
なお、第４期から簡易耐震診断への助成も行っています。 

（助成内容）対象経費の 2/3 
助成上限額 ①劣化診断調査のみ（50 万円） 

②劣化診断調査と長期修繕計画作成（80 万円） 
③長期修繕計画の作成（30 万円） 
※前年度に劣化診断調査費助成を受けたマンションに限り、 

30 万円を上限として助成します。 
④簡易耐震診断（20 万円） 

□実施時期 通年 
□事業目標 

 目標 

助成件数 10 件 
 

 

令和 7 年 3 月末現在 



- 26 - 

 
長期マネジメント計画とは 
 

「長期マネジメント計画」は、（公財）マンション管理センターが提唱しているものです。 

   マンションの長期的な運営方針とそれに相応する修繕・改修のマスタープラン（ハード）及 

   び区分所有者や居住者、社会環境の変化を勘案した組合運営の取り組み方策（ソフト）を 

一体としたものを「長期マネジメント計画」と定義しています。 

   単に建物を維持管理していくだけでなく、経営的な観点も取り入れて、建物および管理組 

合を運営していくことをめざすことから、「マネジメント」という言葉を使っています。 

   「長期マネジメント計画」は、マンションの将来像を区分所有者間で緩く共有し、将来起きる 

事態に備えつつ、円滑な組合活動を進めることを目的として策定します。 
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［第 13 期の方向性] 
区内に多く存する高経年マンションは、今後の建物再生に向けて、必要な検討を行うと

考えられます。その際に、本制度を活用してもらうために、継続した周知を行います。 
 

［近年の実績］ 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

助成件数 1 件※ 2 件 0 件 － 

   ※第 10 期の 1 件は、国土交通省のモデル事業です。 
 
 
 
 
 
 

  

イ マンション再生方針検討助成 

□予算額 1,500 千円（第 12 期 1,500 千円） 
□事業内容 

建設後 30 年以上経過したマンションで、建物再生の方針を検討する際の事前調
査費用やコンサルタント費用等の一部を助成します。 
（助成内容）対象経費の 1/2 を助成 

   助成上限額 100 万円（※） 
   ※最初の申請から３年間申請でき、3 年間の助成額の合計 
□実施時期 通年 
□事業目標 

 目標 

助成件数 1 件 

 

令和 7 年 3 月末現在 
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［第 13 期の方向性] 
本事業は、建設後 35 年以上経過したマンションを対象としています。 
これまでの助成実績等を踏まえ、第 13 期からは科目存置として 1,000 円のみの予算

計上としています。 
 

［近年の実績］ 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

助成件数 0 件 0 件 0 件 － 

 
 

 

 

  

ウ マンション再生計画検討助成 

□予算額 1 千円（第 12 期 1,000 千円） 
□事業内容 

建設後 35 年以上経過したマンションで、マンション単棟の建替え等建物の再生
を検討する団体に対して活動費用の一部を助成します。 
（助成内容）対象経費の 1/2 を助成 

   助成上限額 100 万円（※） 
   ※最初の申請から３年間申請でき、３年間の助成額の合計 
□実施時期 通年  
□事業目標 

 目標 

助成件数 ― 

 

令和 7 年 3 月末現在 
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［第 13 期の方向性] 
本制度は、（独法）住宅金融支援機構や（公財）マンション管理センターの各種制度を活

用したマンションに対する助成制度のため、両団体と連携し、それぞれの助成制度を周知
するとともに、活用を促進します。 
引き続き、高経年マンションでは修繕積立金不足により予定していた大規模修繕工事が

できないマンションや耐震改修工事ができないマンションが増えると予想されます。そのよ
うなマンションへの支援方法について他団体との連携を検討していきます。 

 
［近年の実績］ 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

助成件数 1 件 0 件 1 件 － 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 分譲マンション共用部分修繕工事債務保証料助成 

□予算額 1,000 千円（第 12 期 1,000 千円） 
□事業内容 

（独法）住宅金融支援機構の共用部分リフォーム融資を受け、（公財）マンション管
理センターに債務保証を委託した際に、保証料を助成します。 
（助成内容）助成上限額 100 万円 

□実施時期 通年  
□事業目標 

 目標 

助成件数 ２件 

 

令和 7 年 3 月末現在 
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［第 13 期の方向性] 
千代田区には高経年・旧耐震のマンションが多く建っていることから、今後も共同建築や

再開発の検討が進んでいくことが予想されます。 
本制度により、再開発や共同建築の初期段階での費用負担を軽減することで、適切な

検討を進められるようにしていくとともに、助成上限額の引き上げ等、制度改正を検討しま
す。 
なお、本制度は、高経年マンションの再生を含む、再開発・共同建築等の促進支援を行

うセーフティネットとして活用することとしているため、第 11 期からは科目存置として
1,000 円のみの予算計上としています。 

 
［近年の実績］ 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

助成件数 0 件 0 件 0 件 － 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 再開発・共同建築等推進組織に対する助成 

□予算額 1 千円（第 12 期 1 千円） 
□事業内容 

住宅を含む再開発や共同建替えを検討する団体に対し、その活動費用の一部を
助成します。 
（助成内容）対象経費の 1/2 を助成（３年間申請可能） 

助成上限額年度内 50 万円 
□実施時期 通年  
□事業目標 

 目標 

助成件数 ― 

 
   

令和 7 年 3 月末現在 
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（４）安全・安心整備支援 

 

［第 13 期の方向性] 
第 12 期では、防犯意識の高まりから、防犯カメラの設置・更新の申請が多くありまし

た。第 13 期でもこの申請の増加が見込まれます。 
また、分譲マンションの管理組合による適切な維持管理や防災対策を推進するため、共

用部分の改修工事を行う場合の費用の一部を新たに助成します。 
さらに、分譲マンションの廃棄物集積所環境改善を行うことで、ねずみの個体数を減少

させ、衛生的な生活環境の確保を図ることを目的として「容器等購入経費」や「廃棄物集積
所の区画の修繕費用」に対しての助成を行います。 
 
 
 

ア マンション安全・安心整備助成（拡充） 

□予算額 19,107 千円（第 12 期 9,000 千円） 
□事業内容 

共用階段等の「手すり設置または段差解消等」の安全に資する工事を行う場合
や、エレベーター（ＥＶ）に「地震時管制運転装置」または「戸開走行保護装置」を設置
する場合および EV 更新時に２装置と「停電時自動着床装置」を設置する場合に費
用の一部を助成します。また、防犯カメラ等の設置・更新費用の一部を助成します。 
いずれもマンション防災計画策定済みマンションが対象で、未策定の場合は、でき

る限り、防災アドバイザー派遣を受け、申請から 1 年以内にマンション防災計画を作
成・提出することを条件とします。また、第 13 期からは、新たにマンションの共用部
分に対する改修工事に助成を行うほか、区の衛生環境整備事業（ねずみ対策）に対
応します。 

□実施時期 通年  
□事業目標 

 目標 助成上限額 

①手すり設置または段差解消等 3 棟 100 万円 

②地震時管制運転装置 1 基 30 万円 

③戸開走行保護装置 1 基 30 万円 

④3 装置を含むＥＶ更新 4 基 100 万円 

⑤防犯カメラ等の設置 2 棟 30 万円 

⑥防犯カメラ等の更新 4 棟 20 万円 

⑦共用部分の改修工事 1 棟 1,000 万円 

⑧容器等購入経費または廃棄物
集積所の区画の修繕費用（区か
らの受託） 

１０棟 30 万円 

※①～④：対象経費の 1/3 を助成 ⑤、⑥：対象経費の 1/2 を助成 
※⑦：対象経費の 2/10（予定）を助成 ⑧：対象経費の 10/10 を助成 
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［近年の実績］ 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

① 手すり設置または段差解消等 2 棟 1 棟 1 棟 － 

② 地震時管制運転装置 0 基 0 基 0 基 － 

③ 戸開走行保護装置 2 基 0 基 0 基 － 

④ ３装置を含むＥＶ更新 0 基 1 基 1 基 － 

⑤ 防犯カメラ等の設置 0 基 0 基 1 基 － 

⑥ 防犯カメラ等の更新 2 棟 8 棟 10 棟 － 

⑦ 感染症拡大防止策実施 0 基    

 
 

 

 

  

令和 7 年 3 月末現在 
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［第 13 期の方向性] 
令和 4 年 5 月に東京都の地震被害想定が見直され、改めてエレベーターの閉じ込めの

危険性等が示されました。まちみらい千代田では「マンション安全・安心整備助成」や「防災
用品等準備助成」のハード面の支援だけではなく、防災計画策定に対するソフト面の支援
も行っています。 
防災計画は、マンションごとに作成する計画のため、専門家である防災アドバイザーを無

料で派遣し、多くのマンションで実情を踏まえた独自の防災計画が策定できるように支援
します。 
第 13 期では、近年の防災意識の高まりから、派遣件数の増加が見込まれます。そのた

め、専門的知見からアドバイスができる防災アドバイザーを増やせるよう派遣団体と調整
を行います。また、派遣時には「エレベーター閉じ込め救出（体験）訓練」や「防災訓練」につ
いてのアドバイスも行います。 

 
［近年の実績］ 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

派遣棟数 6 棟（6 回） 3 棟（7 回） 4 棟（6 回） － 

延べ派遣回数 63 回 70 回 76 回 － 

※延べ派遣回数は、制度創設の平成 26 年（2014）からの累計です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ マンション防災計画等の策定支援 

□予算額 2,487 千円（第 12 期 2,789 千円） 
□事業内容 

マンションの防災計画策定を予定している管理組合に対して、防災アドバイザーを
派遣し、そのマンションの実態に合った計画策定の支援を行います。 
また、防災計画策定に関連してマンション内の自主防災組織の立ち上げや防災訓

練の実施についても支援します。 
派遣は 1 棟につき年間 6 回まで利用可能です。 

□実施時期 通年  
□事業目標 

 目標 

派遣棟数 8 棟 

 

令和 7 年 3 月末現在 
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［第 13 期の方向性］ 
ＡＥＤが実際に活用されたり、浸水対策に取り組むマンションが増えるなど、助成制度が

有効に活用されていることが伺えます。防災アドバイザー派遣の場などを活用しながら、災
害への事前の備えが必要であることを知ってもらい、より多くのマンションで助成制度申請
へと誘導します。 
災害用資器材購入費助成では、各種資器材が資材高騰の影響を受けることが予想され

ます。引き続き、補助率や上限額について検討します。 
 

  

ウ 防災用品等準備助成 

□予算額 15,161 千円（第 12 期 15,161 千円） 
□事業内容 

エレベーター（EV）キャビネットの配付、AED の設置及び災害用資器材等の購入
費を助成します。 
マンション防災計画策定済みマンションが対象で、未策定の場合は、申請から 1

年以内にマンション防災計画の策定を促しています。 
①EV キャビネットの配付 
エレベーターでの閉じ込めの際、救助までの間に必要となる物資を入れたキャビネ

ットを配付します。 
②AEDの設置 
マンション内だけではなく近隣地域で利用できる AED をマンションに設置する場

合、AED と収納ボックスを無償提供します。 
③災害用資器材等購入費助成 

災害発生時に必要となる備蓄物資の購入費用を助成します。近年の台風・大雨被
害の状況を踏まえ、浸水対策資器材を購入する場合には補助上限額が増額となりま
す。 

（助成内容）分譲新規（対象経費の 2/3）、 
分譲更新及び賃貸（対象経費の 1/2）を助成 
 

□実施時期 通年 
□事業目標 

 目標 

①EV キャビネットの配付 12 台 

②AED の設置 12 台 

③災害用資器材 
購入費助成 

分譲新規 10 件 

分譲更新 8 件 

賃貸 2 件 

※浸水対策資器材を購入する場合は助成上限額が 20 万円増額 
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［近年の実績］ 

※（ ）内は、平成 26（2014）年の制度創設からの累計です。 
 
 

 
 
 
 
 
 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

①ＥＶキャビネットの配付 
6 台 

（57 台） 
4 台 

（61 台） 
3 台 

（64 台） 
－ 

②AED の設置 
5 台 

(104 台) 
4 台 

(108 台) 
4 台 

(112 台) 
－ 

③災害用資器材等購入費助成 
5 件 

（71 件） 
5 件 

（76 件） 
8 件 

（84 件） 
－ 

令和 7 年 3 月末現在 
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予算額 21,661,000 円 （21,878,000 円） 

 

  都内中小企業の景況（07-09）として、「今期の 6 業種合計の業況判断 DI は、△2.6

（前期△0.7）と前期並みに変化なく推移し、業種別では、サービス業が悪化に転じ、建設

業、不動産業は、好調感が後退したとしている。製造業、卸売業、小売業は前期同様厳しさ

が続き、来期は、製造業においては水面下ながらやや改善がみられ、サービス業ではわず

かに好転すると見ている。一方、卸売業、小売業、建設業、不動産は今期同様変化なく推

移すると見ている」とされており、大きな変化はないようですが、厳しい業種も散見される

状況になっています。 

 

1 中小企業支援 
 

中小企業支援では「経営支援」と「活性化成長支援」の２つを実施してまいります。 
中小企業における経営上の課題に対して、それを解決するための経営資源（人材・資

金・情報など）を中小企業が自前で備えることは、さまざまな制約から難しいのが現状です。
経営支援は、企業が経営資源を調達しやすく、また安定的経営を行うことができるように
多様な支援策を展開していきます。 

第 13 期においても、起業～成長～発展という企業の経営サイクルに合わせて、「マネジ
メント・サポートデスクの実施」「専門家派遣等によるサポート」「会議室の提供」「ビジネス
法律相談」など、引き続き手厚い支援を行ってまいります。 

 
活性化成長支援は、多くの経営課題を克服し、安定した経営・事業展開をしている中小

企業に対して、より一層の活性化や成長を促進するとともに、区内産業の活性化と新たな
事業の連携創出を目的に「千代田ビジネス大賞」等を実施します。 

本事業において、優れた製品・サービスの提供、優れた業務活動を行っている中小企業
を顕彰するとともに、異業種交流の場を設けることでさらなる成長・発展の契機となるよう
努めていきます。 
 

２ 起業支援  

 
起業は、経済社会の新陳代謝を促し、経済に活力を与えるとともに、新たな雇用の創出

が期待されます。まちみらい千代田では、SOHO 事業者・ベンチャー起業を対象とした、イ
ンキュベーション施設と連携し、「千代田ビジネス起業塾」《一般起業家編》の 2 コースを開
催し、起業・事業展開につながるサポートを実施します。 

  

産業まちづくり 
～地域産業の振興に向けて～ 

「働く」をテーマに、企業を活性化し地域社会との良好な関係づくりのお手伝いをします 
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東京都をはじめ、起業を志す方への講座は多数開催されていますが、まちみらい千代田

では、在勤者の多い千代田区という特性に対応した夜間に開講しています。 
また、起業に必要な講座を網羅するため 1 コース 9 回とし、受講人数も 20 名と限定し

ているため、講師と受講生間のコミュニケーションも活発な講座となっています。 
なお、どこよりも早く託児施設を併設したことにより、子育て世代の女性からは、受講に

際しての手厚い配慮が大変好評です。更に、修了者に対するフォローアップとして専門分
野を学ぶ専門講座は内容をより実践的なものとして実施していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

３ 地方との連携                              

 
千代田区をはじめとする大都市は、人材

はもとより、食糧やエネルギーなど経済活
動や生活全般にわたり、地方に支えられて成り立っています。千代田区と地方都市は、共
生の理念に基づき、お互いの強みを生かし、ともに発展していくことをめざす Wｉｎ-Wｉｎの
関係を構築していくことが肝要です。 

まちみらい千代田は、当財団の事業パートナーであるプラットフォームサービス㈱と連携
して、「ちよだ地方連携ネットワーク」を通じた様々な取組みを支援・推進してまいります。 
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1 中小企業支援                      予算額 16,349 千円 

 （第 12 期 14,322 千円） 

（１）経営支援 

 
［第 13 期の方向性］ 

中小企業からの相談は、専門家派遣や依頼試験など、経営上の課題解決に向けた問
い合わせのほか、法律相談など多岐にわたっています。新たな創業を模索している方々
においては、特定創業支援事業など創業に関する相談が増えています。今後も新規事業
や製品開発関連の支援制度を把握し、協力機関と連携して適材適所へ案内できるよう
にしていきます。 

  また、東京都、(公財)東京都中小企業振興公社、(地独)東京都立産業技術研究センタ
ー、(株)日本政策金融公庫、(独法)中小企業基盤整備機構等のイベントやセミナーに参
加することで、新たな支援策、助成制度の情報をいち早く入手し、中小企業者等に助言
できるようにします。 

 
［近年の実績］ 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

相談件数 139 件 171 件 147 件 － 

イベント等への参加 3 件 5 件 5 件 － 

                                        ※第 12 期実績は、3 月末現在 

【主な相談内容】 
    特定創業支援 19 件 
    起業塾 37 件 
    ビジネス大賞 33 件 
    専門家派遣 16 件 
    助成金・融資 8 件 
    その他 24 件 
    法律相談 10 件 
 

ア マネジメント・サポートデスクの実施 
□予算額 14 千円（第 12 期 54 千円） 
□事業内容 

中小企業が抱える経営上のさまざまな相談を、窓口・電話・メールなどで受け付
け、その相談内容に応じて、公的機関が実施している助成制度や補助金などの支援
策を紹介・活用することで、経営課題の解決に向けたサポートを実施します。また、各
支援機関が実施するセミナー等に参加し、最新の情報を収集し区内中小企業に発信
します。 

□実施時期 通年（随時受付） 
□事業目標 

 目標 

相談件数 180 件 

イベント等への参加 5 件 
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［第 13 期の方向性] 

(公財)東京都中小企業振興公社の専門家派遣は、公社と連携をはかり、応募状況等
を把握して早めの申請を促すとともに、まちみらい千代田の助成金について案内してい
きます。 

(地独)東京都立産業技術研究センターの依頼試験事業は、第 11 期に助成率を 1/2
から 2/3 に助成金上限を 50,000 円から 60,000 円に拡充したことにより、年々利用
回数が増加しています。中小企業が専門家のアドバイスを受けやすくするため、引き続き
Web サイトや広報紙等で多くの企業に情報がいきわたるよう周知し、企業の抱える経営
上の課題や技術的な課題の解決を支援していきます。 

 
［近年の実績］ 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

専門家派遣 
9 社 

65 回派遣 
11 社 

79 回派遣 
13 社 

99 回派遣 
－ 

オーダーメード型技術支援 
0 社 
0 回 

0 社 
0 回 

0 社 
0 回 

－ 

依頼試験 
1 社 

1 回実施 
2 社 

7 回実施 
6 社 

6 回実施 
－ 

                                   ※第 12 期実績は、3 月末現在 
【主な派遣内容】 

個人情報保護に向けた P マーク取得支援、促進耐光性試験、コロナ後の業績回復
のための新製品開発、事業計画策定・販促、資金調達支援、経営改善計画策定支援、
長期借入金返済計画の見直し支援 

  

イ 専門家派遣等によるサポート 
□予算額 1,403 千円（第 12 期 1,403 千円） 
□事業内容 

(公財)東京都中小企業振興公社が実施する専門家派遣事業、(地独)東京都立産
業技術研究センターが実施するオーダーメード型技術支援事業および依頼試験を利
用した企業に、その利用料金の一部を助成します。 

これにより、各機関の支援制度の活用を促進し、企業の負担軽減を図ります。 
□実施時期 通年 
□事業目標 

 目標 

専門家派遣 10 社 80 回 派遣 

オーダーメード型技術支援 3 社 30 回 派遣 

依頼試験事業 5 社 6 回 利用 
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＊助成の仕組み 
〇専門家派遣 

1 回あたり 23,500 円の専門家派遣謝礼の半額を（公財）東京都中小企業振興公
社が補助し、11,750 円で最大 8 回まで利用できる制度ですが、さらにまちみらい千
代田が 1 回当たり 1 万円を助成することで 1,750 円/回で専門家派遣を受けることが
できます。 

 

〇オーダーメード型技術支援 
1 日 11,700 円（限度日数無し）で技術指導を受けられますが、まちみらい千代田が

1 日 1 万円の助成をすることで、最大 20 回まで 1,700 円/日で利用できます。 
 

○依頼試験 
1 回あたり数千円から数万円で材料試験や精密測定を受けられますが、まちみらい

千代田が 1 回あたり 3 分の 2 の助成（上限 60,000 円）をすることで、より安価に新
製品の開発や製品の改良に向けた試験を行うことができるようになります。 
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［第 13 期の方向性] 

ちよだプラットフォームスクウェア 4 階 401 会議室を令和 7 年 1 月より、当財団専用
会議室から貸し出し用の会議室とし、収益の拡大を図るよう変更しました。引き続き会議
室の利用促進に向けて、PS 社と連携していきます。 
 

［近年の実績］ 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

貸出時間 11,319 時間 10,501 時間 1,097 時間 － 

 ※ 第 12 期は、1 月以降 401 会議室が財団専用から貸出施設となったため、401 会議 
室の貸出時間については 1 月から 4 月末までの計上。 
 

 402 会議室単体の実績 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

貸出時間 1,165 時間 1,405 時間 1,022 時間 － 

※  第 12 期の実績は、令和 6 年 6 月～令和 7 年 2 月分までの 9 ヶ月分の計上。 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

ウ 会議室の提供 

□予算額 3,928 千円（第 12 期 1,882 千円） 
□事業内容 

用途に応じた広さの会議室や打合せ場所の少ない中小企業の実態から、ちよだプ
ラットフォームスクウェア 4 階・5 階の会議室を貸し出します。 

なお、第 12 期から当財団は 4 階のみの運営に変更しました。 
□実施時期 通年 
□事業目標 

 目標 

貸出時間 3,120 時間 
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［第 13 期の方向性] 
  相談者の都合に応じて柔軟な日程調整を行うとともに、ちよだプラットフォームスクウェ

ア内の会議室での相談のほか、弁護士事務所での対応をするなど相談者が利用しやす
い対応を継続し、利用の拡大を図っていきます。 

また、より多くの事業者に利用してもらうため、web サイトや広報紙での周知、チラシ
の配布に加え、まちみらい千代田で実施している事業（ビジネス大賞、専門家派遣事業、
起業塾）の PR もあわせて行っていきます。 

  
［近年の実績］ 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

相談件数 4 社 5 回 7 社 7 回 7 社 9 回 － 

第 12 期実績は、3 月末現在 
 
 
 

  

エ ビジネス法律相談 

□予算額 382 千円（第 12 期 382 千円） 

□事業内容 

自社内に法務担当を置くことが困難な中小企業において、契約や労務など事業活

動中に発生するさまざまな法務事例に対して、的確な対応ができる弁護士によるアド

バイスを行います。（予約制） 

□実施時期 通年（随時受付） 

□事業目標 

 目標 

相談件数 20 回 
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［第 13 期の方向性] 
  中小企業においては、DX に対する知識が少なく導入の障壁になっていることから、DX

導入の前段階となる ICT を導入・活用し、DX 等への道筋をつけます。より多くの中小
企業に利用してもらうため、web サイトや広報紙等での周知を行っていきます。 

  
［近年の実績］ 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

相談件数 － － 0 回 － 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オ DX（ICT）導入・活用相談 

□予算額 301 千円（第 12 期 361 千円） 

□事業内容 

DX 導入に躊躇する中小企業に対し、比較的取組みやすい ICT の導入と活用に関

する相談窓口を提供し、社内のデジタル化の一歩を支援します。DX 化の前段階とな

る ICT について、的確な対応ができる専門家によるアドバイスをおこないます。（予約

制） 

□実施時期 通年（随時受付） 

□事業目標 

 目標 

相談件数 15 回（5 社×3 回） 
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（２）活性化成長支援 

 
［第 13 期の方向性] 

表彰企業は 120 社を超えたため、千代田ビジネス大賞を通して企業間の交流が活 
発にできる場の提供として、これまでの表彰企業が一堂に会する、交流会を 13 期も 
実施する予定です。 

第 16 回に及ぶ本事業の蓄積のなか経営者の代替わり等もあり、交流会を機に更 
なる関係性を構築し、中小企業の活性化を支援していきます。 

 
［近年の実績］ 

 
 
 
 
 
 
 

  

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

応募企業 38 社 47 社 40 社 － 

ノミネート企業 24 社 32 社 29 社 － 

表彰企業 8 社 13 社 10 社 － 

ア 千代田ビジネス大賞の実施 

□予算額 10,610 千円（第 12 期 10,179）千円 
□事業内容 

中小企業の成長発展を支援する一環として、経営革新や経営基盤の強化及び社
会貢献に取り組んでいる中小企業や他の企業の模範となる優れた中小企業を「千代
田ビジネス大賞」で表彰します。 

□実施時期 
募集開始 ６月 中旬～８月末日 
調査期間 ７月 下旬から随時実施、11 月末迄 
審査会 12 月 中旬 
諮問委員会 1 月 中旬 
表彰式 2 月 上旬 
フォローアップ経営相談 3 月～5 月 

□事業目標 

 目標 

応募企業 30 社 
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第 16 回千代田ビジネス大賞 表彰企業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大      賞     株式会社サードウェーブ 
千代田区長賞     株式会社アレップス 
千代田区長賞                  有限会社伊沢クリーニング商会 
東京商工会議所 千代田支部会長賞   株式会社トータルインフォメーションサービス 
東京企業家同友会 千代田支部長賞   株式会社ラソナ 
優秀賞      株式会社インフィニティエージェント 
優秀賞      有限会社 AI Samurai 
女性経営者賞     株式会社丸三電機 
東京商工会議所チャレンジ賞        株式会社フロンティアテクノロジー 
特別賞      株式会社ファインセレクト 
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［第 13 期の方向性] 

第 13 期も定例会議を開催して施設内の状況や運営状態を随時把握し、入居者が過
ごしやすい施設提供を行います。 
「インキュベーション施設連絡協議会」では、新たな事業展開や区内産業の活性化と事

業の創出について情報共有し、各事業者の課題解決の支援を行います。 
  
［近年の実績］ 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

定例会議 12 回 12 回 10 回 － 

連絡協議会 1 回 1 回 回 － 

                                      第 12 期実績は、3 月末現在 

  

イ インキュベーション施設活動支援 

□予算額 12 千円（第 12 期 61 千円） 
□事業内容 

まちみらい千代田では、プラットフォームサービス株式会社を事業委託業者に選
定し、インキュベーション施設の運営を行っています。同社とは毎月会議を行い運営
状況や施設の状態を把握、意見交換し利用者に快適な空間を提供できるようにして
います。 

また、千代田区内のインキュベーション施設（SOHO 事業者・ベンチャー企業の支
援施設）を運営する事業者の定期的な情報交換の場として「インキュベーション施設
連絡協議会」を設け、相互の連携を深めプラットフォームサービス社へも情報提供等
していきます。 

□実施時期 
連絡協議会 テーマ等が発生した場合に、不定期に実施（年１回５月頃） 

 
□事業目標 

 目標 

定例会議 年 12 回 

連絡協議会 年 1 回 

 
◎参加団体（施設）名 
ちよだプラットフォームスクウェア 一番町インキュベーションセンター 
クリエイターズオフィス イイブリッジ 四ツ谷レンタルオフィス 
ナレッジソサエティ アイオス永田町 
BRIDGE TO SUCCESS THE CROSSPOINT 富士見  Start up Side Tokyo 
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２ 起業支援                        予算額 4,811 千円 

（第 12 期 5,656 千円） 

 
［第 13 期の方向性］ 
  第 13 期でも受講生から要望の多い「会計」と「マーケティング」をより専門的に学べる専

門講座を開催します。 
  一般講座は、講義形式の《一般起業家編》を実施し、実践形式では《専門講座》を行い、

双方を組み合わせることで、早期に起業をめざす受講生を支援します。 
また、少し先に起業をめざす受講生には、自身の弱い点をフォローアップ相談で補い、

起業に向けた準備を手厚く支援します。起業塾終了生の特典として千代田区内で起業
した受講生には、創業資金の一部(10 万円限度)を補助し、千代田区内での起業をサポ
ートします。 

 
［近年の実績］ 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

起業塾受講者数 59 名 60 名 60 名 － 

特定創業支援認定対象者 47 名 51 名 52 名 － 

  

ア ビジネス起業塾の開催 

□予算額 4,811 千円（第 12 期 5,656 千円） 
□事業内容 

起業をめざし、あるいは起業後間もない事業者などが、起業に際して必要な知識
を取得し、スムーズに起業できることを目的とした講座を実施します。 
「一般起業家編」（２回）を実施します。 
専門講座は、各コースを修了した受講生を対象に「財務・税務」「マーケティング」

について実践形式の講座として実施するとともに、修了者には、起業・事業展開につ
ながるサポートとして、中小企業診断士による起業相談や起業後のフォローアップ相
談を実施します。なお、千代田区内で起業した修了者には、創業資金の一部を補助
します。 

□実施時期  
≪一般起業家編Ⅰ≫ 6 月 ～ 8 月  定員 20 名 
≪一般起業家編Ⅱ≫ 10 月 ～12 月  定員 20 名 
≪専門講座≫ １月 ～ ５ 月 の間で２コース実施 定員各 20 名 

□事業目標 

  目標 

起業塾受講者 40 名 

特定創業支援認定対象者 32 名 
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≪図解≫ 
○平成 28 年 1 月に千代田区が経済産業省より創業支援事業計画の認定を受け、まちみ

らい千代田が実施する「起業塾」が特定創業支援事業となりました。本講座修了生は創
業補助金の受給対象となるため、今後「起業塾」の修了生から多数の起業家を輩出でき
るようさらなる充実を図ります。 
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３ 地方との連携                      予算額 200 千円 

（第 12 期 400 千円） 

 
［第 13 期の方向性] 

広報、周知に苦慮する地方自治体の物産を「ちよだグルメショップ＋A」からのイベント
情報を引き続き、区広報紙や財団 HP・SNS 等で区内に周知していきます。 

また、プラットフォームサービス株式会社と連携を図りながら、同社が実施する地方と
都市の連携事業を側面支援することで、地方の魅力を区民に発信していきます。 

 
［近年の実績］ 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

地方連携ネットワーク
会議への参画 

4 回 4 回 4 回 － 

グルメショップ+A  

イベント情報の発信 
広報紙掲載

12 回 
広報紙掲載

12 回 
広報紙掲載

10 回 
－ 

地方との交流人材の 
育成支援 

－ 随時 随時 － 

第 12 期実績は、3 月末現在 

ア 「ちよだ地方連携ネットワーク」事業の支援 

□予算額 200 千円（第 12 期 400 千円） 
□事業内容 

「千代田区の魅力を効果的に発信するとともに、地方との連携により、区内地域の
活力を高めること」を目標に、まちみらい千代田では、地方とお互いの強みを活かし、
相互に補完しあい、事業の更なる充実を図ることをめざします。 

ちよだプラットフォームスクウェアを拠点として展開される「ちよだ地方連携ネットワ
ーク」事業や区内で実施されるイベントを支援します。 

□実施時期 通年  
□事業目標 
  ①地方連携ネットワーク会議への参画     年 4 回 
  ②グルメショップ+A イベント情報の発信   随時（広報紙掲載 年 12 回を含む） 
  ③地方との交流人材の育成支援         随時 
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予算額 26,956,000 円  （39,480,000 円） 

 

1 まちづくり活動支援 
 

千代田まちづくりサポート事業は、平成 10 年に発足し、途中 3 年間の休止期間はあり
ましたが、これまで過去 24 回を数え、158 グループ、総額 1 億 34 万 8 千円にのぼる助
成をしてきました。 

本事業は、将来にわたって千代田区を活気ある、住みよい魅力的なまちにしようとする、
市民の自主的で主体的なまちづくり活動を応援し、助成する取組みです。この提案型まち
づくりを支援する仕組みを通じて、多様な立場の人々が地域のまちづくりに参画し、つなが
り合いながら、「信頼し合える地域社会を形作っていくこと」を目的としています。 

第 12 期は、「千代田まちづくりサポートあり方検討会」における検討結果を踏まえ、協働
運営事業者でもある一般社団法人千代田まちづくりプラットフォームと事業の実施方法等
について、検討を重ねてまいりました。 

第 13 期では、新たな審査基準等を導入するとともに、助成終了後も継続的に助成グ
ループを応援できる仕組みづくりを構築していきます。 
 
 

２ 情報の発信と交流 
 

財団が実施している事業を広く紹介し、より多くの人に知っていただくため、ウェブサイト
に加え、「X」や「Facebook」のＳＮＳでの情報発信に力を入れていきます。 

第 12 期は、デジタル端末の普及など日常生活を取り巻く環境の変化を踏まえ、現行の
紙媒体による情報発信手法の有用性について検証しました。その結果、広報紙「NEWS ま
ちみらい」は、月刊紙としての一定の役割を果たしたものと判断し廃刊することといたしまし
た。   

第 13 期では、財団の「広報戦略」に基づき、従来の【紙媒体による広報（広報紙）】から
【デジタルによる広報（ウェブサイト、SNS）】に軸足を移し、対象者（区民・事業者等）別によ
りわかりやすく、情報発信を行ってまいります。 

  

協働まちづくり 
～理解と協力を礎とした魅力あるまちづくりに向けて～ 

「集う」をテーマに、皆で取組む魅力あるまちづくりのお手伝いをします 
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1 まちづくり活動支援 予算額 20,469 千円 

（第 12 期 19,619 千円） 

 
[第 13 期の方向性] 

「千代田まちづくりサポートあり方検討会」における検討結果を踏まえ、同事業の趣旨や
理念に基づく、新たな審査基準等を導入し、公開審査会および発表会等を実施します。 

また、協働運営事業者である一般社団法人千代田まちづくりプラットフォーム社と協力し、
助成グループに対する新たなサポート体制を構築していきます。 

 
[近年の実績] 

 

  

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

応募グループ数 9 グループ 12 グループ 7 グループ － 

助成金総額 2,210,000 円 3,320,000 円 2,810,000 円  

ア 千代田まちづくりサポートの実施(独自) 

□予算額 11,585 千円（第 12 期 7,053 千円） 
□事業内容 

これまでは、自主的なまちづくり活動を行っているグループに対し、その活動経費
の一部を助成し、「はじめて部門」「一般部門」「テーマ部門」「普請部門」の 4 部門で、
在住・在勤などの枠を超えた多様なまちづくり活動を支援してきましたが、一般財団
法人 民間都市開発推進機構のまちづくりファンド終了にともない、第 12 期より
「普請部門」を休止しました。 

また、同じ活動に対する助成は３年が限度となるため、その後の活動支援（クラウド
ファンディングの手数料助成制度）も行います。 

□実施時期 通年  
□事業目標 

 目標 

助成グループ数 10 グループ 

助成金総額 3,000,000 円 
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[第 13 期の方向性] 

区内のさくらの多くは樹齢70年を超えており、維持管理には莫大な費用がかかるため、
さくらまつりの開催に合わせて街頭募金をし、多くの支援をいただいてきました。 

3 年間実施していたクラウドファンディングの募集は令和 6 年 5 月で終了しました。第
12 期の観桜期については、さくら美守り隊等による募金活動の他、インバウンドを活用した
寄付や千代田区に来場される方々から協力を頂く取り組みを展開していくこととしていま
す。このため QR コードを読み込みクレジットカード決済で寄付できるよう、当該プラット
フォームを提供している区が指定する運営事業者の寄付金サイトを活用した、寄付金集め
を試行実施しています。（募集期間：令和７年３月中旬～5 月末） 

 

[近年の実績] 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

助成団体 5 団体 ５団体 5 団体 － 

寄付金総額 14,443,755 円 16,787,460 円 9,774,077 円 － 

 ※第 12 期寄付金総額は令和 7 年 2 月末現在 
 
 
 
 
 

  

イ 区の花さくら再生基金の管理 

□予算額 8,884 千円（第 12 期 12,566 千円） 
□事業内容 

区の花さくらの周知活動や保全活動の助成金となる基金の管理を行います。 
さくらに関する普及啓発活動を実施している NPO やボランティア団体などに対し、

その活動費を助成します。また、区内のさくら管理者に対し、その保全のためにかかる
経費の一部を助成します。 

□実施時期 通年 （寄付金・さくらサポーター会費の受け入れは随時） 
３月中旬 活動募集 
10 月 さくら基金助成審査会（助成先の決定） 
3 月 区の花さくら連絡会 

□事業目標 

 目標 

助成団体 5 団体 

寄付金総額 700 万円 
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２ 情報の発信と交流 予算額 6,487 千円 

（第 12 期 19,861 千円） 

 
[第 13 期の方向性]  

従来の【紙媒体による広報（広報紙）】から【デジタルによる広報（SNS、ウェブサイト等）】
を基本とし、対象者（区民・事業者等）別によりわかりやすく、情報発信を行っていきます。 
 また、広報のデジタル化を推進して行くうえで、利用者の立場に立って、誰にでもわかり
やすい広報の実現に向けて検討していきます。 
 なお、まちみらい千代田の実施事業等で幅広く周知する必要がある情報については、千
代田区と連携して区の広報紙や SNS に掲載していきます。 
 

[近年の実績］ 

 

 

 

 

 

 

※Facebook フォロワー数は、第 11 期より追加しました。 

 

 

  

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

X 
ポスト数 

58 200 
70 

(2 月末現在) 
－ 

X 

フォロワー数 
431 441 

464 
(2 月末現在) 

－ 

Facebook 

フォロワー数 
－ 802 

809 
(2 月末現在) 

－ 

ア まちみらいニュースの発信 

□予算額 １,９４１千円（第 12 期 13,471 千円） 
□事業内容 

まちみらい千代田の実施事業の紹介やまちみらい千代田に関連する団体のイベ
ント情報を SNS（X、Facebook）やウェブサイト等のデジタル広報を活用して発信
します。 

□実施時期 通年 
□事業目標 

 目標 

X ポスト数 100 件 

X フォロワー数 500 件 

Facebook フォロワー数 850 件 

 



- 55 - 

 

  

X ポスト 
投稿画像 
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[第 13 期の方向性] 

財団事業の活動報告とともに、会員同士の交流を深めるための場を作り、情報交換、共
有、そしてビジネスチャンスとして生かせる場を提供します。 

賛助会員は個人のほか異業種企業も多く、各々の企業での取り組みを紹介してもらっ
たり、千代田区という特性を踏まえたビジネス創出など、双方にとって役立つ機会とします。 

なお、第 13 期は、賛助会員のほか、財団事業にかかわる多くの関係事業者および関係
団体を含めた交流の場を提供していきます。 

 
[近年の実績］ 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

事業報告 
1 回 

記念講演会 
1 回 

１回 
記念講演会 

－ 

交流会参加人数 39 名 30 名 37 名 － 

 
賛助会員数                 （令和 7 年 2 月末現在） 

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

法人 56 社 50 社 56 社 － 

個人 14 名 13 名 14 名 － 

 
  

イ 事業報告・交流会の実施 

□予算額 2,551 千円（第 12 期 4,278 千円） 
□事業内容 

まちみらい千代田を支援する賛助会員をはじめ、関連者や区内企業等に対して、
事業実施状況の報告を行うとともに、交流の場を設けて、参加者同士の意見交換や
交流を促進します。 

あわせて、まちみらい千代田に対する認知度の向上や財団事業に対する理解や共
感を高め、より多くの区民や企業からご支援いただけるよう取り組みます。 

□実施時期 10 月～１月中旬の間に実施 
□事業目標 

 目標 

賛助会員数 100 社・名 
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[第 13 期の方向性] 

財団の実施事業の周知や理解促進の一層の推進を図るため、「利用したい」「見たい」と
いう思いを引出す、訴求力の高い情報発信（広報）をめざします。 

また、随時、社会情勢等に即した新しい記事を投稿することで、新たなサイト利用者の掘
起こしを図るとともに、コンテンツ整理を継続することで、閲覧者が求める情報をより早く到
達できる工夫をしていきます。 
 

 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

[近年の実績] 

※第 11 期途中から統計数値の算出方法が変更となったため、第 12 期との数値に開きがあります。 

  

 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

年間ユーザー数 100,286 名 
80,730 名 

（11 月 29 日現在） 
14,439 名 
（２月２８日現在） 

－ 

ウ まちみらい千代田ウェブサイトの運用 

□予算額 １,９９５千円（第 12 期 2,112 千円） 
□事業内容 

まちみらい千代田の情報を公開するとともに、実施事業周知のための有効なツー
ルとしてウェブサイトを運用します。 

また、ウェブサイトの利用増加の導線として、「X」や「Facebook」に該当ページの
URL リンクを記載することで、閲覧者をウェブサイトへ流入させる等、SNS との連携
をより一層強化していきます。 

□実施時期 通年  
□事業目標 

 目標 

ユーザー数 10,000 人※ 

  ※ウェブサイトリニューアルにより目標を改めました。 



- 58 - 

 

 

 

1 事務局人件費 
 

 

 

２ 事務局の維持管理 

  

予算額 121,156,000 円  （128,610,000 円） 

 
□予算額 60,365 千円（第 12 期 77,537 千円） 
□事業内容 

理事・評議員等役員報酬および事務局職員 4 名の給与並びに区派遣職員 3 名の
社会保険料事業主負担分等 

令和 7 年 6 月～5 月 事務局職員 4 名、区派遣職員 3 名 
 

管理運営 

 
□予算額 60,791 千円（第 12 期 51,073 千円） 
 
□事業内容 

事務局の維持管理に要する経費 
○旅費、通信費、印刷製本費、消耗品費、賃料、光熱水費等 
○機械警備、清掃等各種委託経費 
○事務機器類リース料 
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３ コミュニティ（祭礼文化）調査研究（新規） 

 

 
□予算額 6,000 千円 
 
□事業内容 

千代田区における祭礼文化は単なる観光イベントではなく、地域の歴史・文化・精
神を受け継ぐ重要な役割を担っており、町会等の「地縁型コミュニティ」の心のよりど
ころになっている祭礼等の調査研究を行い、地域へフィードバックし、その活性化に
繋げます。(内容未定) 

なお、本事業は千代田区からの受託事業となります。 
 

□実施時期 通年 
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